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２０２６年１月１６日 

 

カードローン「ＴＯＨＯスマートネクスト」規定の改訂 

 

 このたび、当行では、カードローン「ＴＯＨＯスマートネクスト」につきまして、より多くのお

客さまにご利用いただきやすいよう、２０２６年２月２日（月）より、下記のとおり商品内容を改

訂いたします。 

 それにともない、カードローン「ＴＯＨＯスマートネクスト」規定を改訂しますので、お知らせ

いたします。 

 

１．対象商品 

   カードローン「ＴＯＨＯスマートネクスト」 

 

２．改訂内容 

 カードローン「ＴＯＨＯスマートネクスト」規定（抜粋） 

改訂前 改訂後 

第３条（貸越極度額） 

 １．この契約により銀行から借入できる極度 

額（以下、「貸越極度額」といいます。）は 

銀行および保証会社が決定した金額の範 

囲内で私が選択するものとします。 

第３条（貸越極度額） 

 １．この契約により銀行から借入できる極度 

額（以下、「貸越極度額」といいます。）は 

銀行および保証会社が決定した金額の範 

囲内で銀行が決定します。 

第７条（返済方法） 

 １．この契約に基づく毎月の返済は、毎月10 

日（銀行の休業日の場合は翌営業日）（以 

下、「約定返済日」という。）に約定返済日 

の前日の貸越最終残高に応じた、次の約定 

返済額を指定口座から自動引落しします。 

なお、約定返済が遅延している場合は、新 

規貸越は停止され、延滞金額を指定口座へ 

入金することにより延滞が解消された後、 

新規貸越が可能となるものとします。 

約定返済日前日の 

貸越最終残高 

約定 

返済額 

1万円未満 

約定返済

日の貸越

残高+当月

約定返済

時点の経

過利息 

1万円以上50万円以下 1万円 

50万円超100万円以下 2万円 

100万円超200万円以下 3万円 

200万円超300万円以下 4万円 

300万円超400万円以下 5万円 

400万円超500万円以下 6万円 

第７条（返済方法） 

 １．この契約に基づく毎月の返済は、毎月10 

日（銀行の休業日の場合は翌営業日）（以 

下、「約定返済日」という。）に約定返済日 

の前日の貸越最終残高に応じた、次の約定 

返済額を指定口座から自動引落しします。 

なお、約定返済が遅延している場合は、新 

規貸越は停止され、延滞金額を指定口座へ 

入金することにより延滞が解消された後、 

新規貸越が可能となるものとします。 

約定返済日前日の 

貸越最終残高 

約定 

返済額 

2,000円未満 

約定返済

日の貸越

残高+当月

約定返済

時点の経

過利息 

2,000円以上  100,000円以下  2,000円 

100,000円超  200,000円以下  4,000円 

200,000円超  300,000円以下  6,000円 

300,000円超  400,000円以下  8,000円 

400,000円超  500,000円以下 10,000円 

500,000円超  600,000円以下 11,000円 
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 カードローン「ＴＯＨＯスマートネクスト」規定（抜粋） 

改訂前 改訂後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約定返済日前日の 

貸越最終残高 

約定 

返済額 

600,000円超  700,000円以下 12,000円 

700,000円超  800,000円以下 13,000円 

800,000円超  900,000円以下 14,000円 

900,000円超1,000,000円以下 15,000円 

1,000,000円超1,100,000円以下 16,000円 

1,100,000円超1,200,000円以下 17,000円 

1,200,000円超1,300,000円以下 18,000円 

1,300,000円超1,400,000円以下 19,000円 

1,400,000円超1,500,000円以下 20,000円 

1,500,000円超1,600,000円以下 21,000円 

1,600,000円超1,700,000円以下 22,000円 

1,700,000円超1,800,000円以下 23,000円 

1,800,000円超1,900,000円以下 24,000円 

1,900,000円超2,000,000円以下 25,000円 

2,000,000円超3,000,000円以下 30,000円 

3,000,000円超4,000,000円以下 40,000円 

4,000,000円超5,000,000円以下 50,000円 

5,000,000円超8,000,000円以下 60,000円 
 

第８条（利息・損害金等） 

 １．この契約の借入利率は貸越極度額に応じ 

た利率とします。 

貸越極度額 
年利率 

（固定金利） 

30万円・50万円・70万円 14.6％ 

100万円・150万円・200万円 12.8％ 

250万円・300万円 9.8％ 

350万円・400万円 7.8％ 

450万円・500万円 4.8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条（利息・損害金等） 

 １．この契約の借入利率は貸越極度額に応じ 

た利率とします。 

貸越極度額 
年利率 

（固定金利） 

10万円・20万円・30万円・40万

円・50万円・60万円・70万円・

80万円・90万円 

14.6％ 

100万円・110万円・120万円・

130万円・140万円・150万円・

160万円・170万円・180万円・

190万円・200万円 

12.8％ 

250万円・300万円 9.8％ 

350万円・400万円 7.8％ 

450万円・500万円 4.8％ 

600万円・700万円 3.0％ 

800万円 1.4％ 
 

 

以 上 

 

 


